
「新時代とやまハイスクール構想」基本方針（新旧対照表） 

頁 旧：基本方針(素案) 新：基本方針 

表
紙
裏 

【県立高校のあり方検討の進め方】 

（追記） 

【県立高校のあり方検討の進め方】 

・この方向性を基本とし、今後、常に「「こどもまんなか」の視点で、具体的

な内容を検討する。 

１ 【１．県立高校を取り巻く状況の変化】 

・今後さらにあらゆる面で予測が困難になる「「新時代」において、これま

での教育実績を踏まえながら、県立高校における教育のあり方を考える

必要がある。 

【１．県立高校を取り巻く状況の変化】 

・「この「「新時代」においても高校生が明るい未来を描き、夢を叶えること

ができるよう、これまでの教育実績を活かしながら、これからの県立高

校における教育のあり方を考える必要がある。 

３ 
 

【（２）教育内容（学科構成）】 

⑧職業系専門学科 

《教育内容》 

・進路を見据え、１年次から職業系の特定専門科目を履修し、各分野での

スペシャリストを育成する。 

【（２）教育内容（学科構成）】 

⑧職業系専門学科 

《教育内容》 

・１年次から職業系の特定専門科目を開設し、進路を見据えた専門教育を

実践する。 

４ （新設） 【（２）教育内容（学科構成） ⑧職業系専門学科】 

・「「⑧職業系専門学科」については、「県立高校教育振興検討会議」の提言

（令和６年４月）で以下のとおり、見直しの方向性が示された。 

・今後、各学科について、これら見直しの方向性に沿って、教育内容や必

要となる教育課程等を検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



頁 旧：基本方針(素案) 新：基本方針(案) 

５ 【（３）学校規模】 

・新時代ＨＳは、大規模校、中規模校、小規模校で構成し、それぞれの

メリットを活かした学校づくりを行う。 

 

 

大規模校 

 400～480 人 

・令和 20年度以降も見通した拠点校として大規模を設置する。 

 

 

中規模校 

 200～240 人 

・現在の平均的な学校規模より大きくすることで、教員配置及び開設科

目、部活動の数等を充実させ、生徒の選択肢の幅を広げる。 

 

 

 

 

 

 

小規模校 

・現在の高校施設の活用を基本とする。 

【（３）学校規模】 

・新時代ＨＳは、大規模校、中規模校、小規模校で構成する。 

・それぞれの規模において、メリットを活かした学校づくりを進めるとと

もに、教育効果を高める学校運営を行う。 

 

大規模校 

 320 人以上 

・令和 20年度以降も見通し、県内の拠点校として、現在の最大規模（320

人）以上の大規模校を設置する。 

 

中規模校 

 121 人～320 人未満 

・中規模校として、121 人～320 人未満の学校を、県内にバランスよく配

置する。 

①現在の平均的な学校規模（約 180 人）よりも大きな学校では、教員配置

及び開設科目、部活動等を充実させ、多様な仲間と協働的な学びを実践

する。 

②平均的な学校規模よりも小さな学校では、将来にわたって生徒から一

定のニーズが見込まれる教育活動を展開する。 

 

小規模校 

・現在の高校施設の活用を基本としつつ、必要に応じて施設設備の改修等

を行う。 

６ 【（４）教育内容(学科構成)と学校規模の組合せと配置数の目安】 

・現行の公私比率をベースとして、令和 20 年度における県全体の募集定

員は 4,000～4,500 人程度を見込むとともに、１校あたりの平均募集定

員はそれ以降の生徒数の減少を見越して、現在(約 180 人)より多い 200

～220 人程度に設定する。 

【（４）教育内容(学科構成)と学校規模の組合せと配置数の目安】 

・令和 20年度における県全体の募集定員は現在の県立全日制高校の入学

者比率も踏まえ、4,200 人程度を見込む。 

・令和 20年度の１校あたりの平均募集定員はそれ以降の生徒数の減少を

見越して、現在(約 180 人)より多い 200 人程度に設定し、配置数の目安 

 



頁 旧：基本方針(素案) 新：基本方針(案) 

 ・これにより学校数は、全県で 20校程度を目安とする。 

・全ての学校を再構築して新しい学校を開設することとし、より広い範

囲での学科改編が可能となるよう、配置は東西２つのエリアで検討す

る。 

 

《表》 

・学科構成パターン（Ａ）～（Ｋ） 

・配置数の目安 

 全県 20校  

県東部エリア 11～12 校程度 県西部エリア８～９校程度 

・大規模校 配置数の目安  

全県２～３校 県東部エリア１～２校 

・中規模校 配置数の目安 

 全県 13～15 校  

県東部エリア８～10 校 県西部エリア５～６校 

・小規模校 配置数の目安 

 全県３～４校 

 県東部エリア１～２校 県西部エリア１～２校 

は全県で２０～２２校とする。 

・全ての学校を再構築して新しい学校を開設するため、より広い範囲での

学科改編が可能となるよう、配置は東西２つのエリアで検討する。 

 

 

《表》 

・学科の構成パターン（Ａ）～（Ｉ） 

・配置数の目安 

 全県 20～22 校  

県東部エリア 11～13 校程度 県西部エリア８～10 校程度 

・大規模校 配置数の目安 

 全県２校 県東部エリア１校 

・中規模校 配置数の目安 

 全県 15校程度 

 県東部エリア９校程度 県西部エリア６校程度 

・小規模校 配置数の目安 

 全県４校程度 

 県東部エリア２校程度 県西部エリア２校程度 

７ 【Ⅱ．「目指す姿」から逆算的に考える「配置の姿」】 

・令和 20年度に、20校程度を目安とする新時代ＨＳを設置することにな

るため、その５年前頃（令和 15 年度頃）まで、10 年前頃（令和 10 年

度頃）までに目指す「配置の姿」を描く。 

・生徒が一定の通学時間内にある高校から多様な選択ができるよう、エ

リアごとの募集定員の目安を踏まえ、様々な学科構成や規模の学校を

バランスよく配置する。 

 

《図》 

・【目指す姿】R20 年度 20 校程度 

・県西部エリア 新時代ＨＳ８～９校 大規模校１校程度 

中規模校５～６校程度 小規模校１～２校程度 

【Ⅱ．「目指す姿」から逆算的に考える「配置の姿」】 

・令和 20年度に、20～22 校を目安とする新時代ＨＳを設置することにな

るため、その５年前頃（令和 15 年度頃）まで、10 年前頃（令和 10 年

度頃）までに目指す「配置の姿」を描く。 

・生徒の通学手段を考慮し、一定の通学時間内にある高校から多様な選択

ができるよう、エリアごとの募集定員の目安を踏まえ、様々な学科構成

や規模の学校をバランスよく配置する。 

 

《図》 

・【目指す姿】R20 年度 20～22 校程度 

・県西部エリア 新時代ＨＳ８～10 校 大規模校１校 

中規模校６校程度 小規模校２校程度 
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 ・県東部エリア 新時代ＨＳ11～12 校 大規模校１～２校程度 

中規模校７～８校程度 小規模校１～２校程度 

・20 校程度 平均 210 人 

・県東部エリア 新時代ＨＳ11～13 校 大規模校１校 

中規模校９校程度 小規模校２校程度 

・20～22 校程度 平均 200 人 
 

８ 【Ⅲ．「目指す姿」の実現に向けた検討方針】 

・「「令和 20 年度までに実現を目指す県立高校の姿」の実現に向け、令和

20 年度までに新たな新時代ＨＳを順次開設していくことになることか

ら、「１．新時代ＨＳの開設、既存高校の再編統合」、「２．学科・コー

スの改編等」、「３．様々なタイプの学校・学科等の設置」、「４．施

設・設備等の整備」、「５．活力ある学校・組織づくり」について、計

画的に進める。 

【Ⅲ．「目指す姿」の実現に向けた検討方針】 

・「「令和 20年度までに実現を目指す県立高校の姿」の実現に向け、令和 20

年度までに新たな新時代ＨＳを順次開設していくことになることから、

「１．新時代ＨＳの開設、既存高校の再編統合」、「２．学科・コースの

改編等」、「３．様々なタイプの学校・学科等の開設」、「４．入試制度の

見直し」、「５．施設「・設備等の整備」、「６．活力ある学校「・組織づくり」

について、計画的に進める。 
 

９ 【１．新時代ＨＳの開設、既存高校の再編統合】 

（３）（２）を検討するための組織として、令和７年度に「新時代とやま

ハイスクール構想検討会議(仮称)」を設置することとし、そこでの意

見を取りまとめ、総合教育会議に報告する。なお、第２期以降の開設

に関する検討組織等については、必要に応じて別途決定する。 

 

 

 

 

【１．新時代ＨＳの開設、既存高校の再編統合】 

（３）（２）を検討するための組織として、令和７年度に「新時代とやま

ハイスクール構想検討会議(仮称)」を次のメンバー構成で設置すること

とし、そこでの意見を取りまとめ、総合教育会議に報告する。 

 

＜メンバー構成＞ 

①知事(会長)、②教育長、教育委員、③学識経験者、 

④経済界の代表、⑤学校関係者、⑥保護者の代表 

※第２期以降の開設に関する検討組織等については、必要に応じて別途決

定する。 
 

10 【２．学科・コースの改編等】 

（１）新時代ＨＳの学科・コースは、前述の８区分の学科をベース

に、必要に応じて、それらの学科を組み合わせた形で設定する。 

 

 

 

【２．学科・コースの改編等】 

（１）新時代ＨＳの学科・コースは、前述の８区分の教育内容をベ

ースに、必要に応じて、それらを組み合わせた形で設定することと

し、社会の変化や生徒のニーズも踏まえながら、これまで本県にな

い特色ある教育内容の提供についても検討する。 
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11 【３．様々なタイプの学校・学科等の開設】 

（１）新時代ＨＳの開設にあたっては、前述の８区分の学科との親

和性を踏まえ、「様々なタイプの学校・学科等」の開設について

も検討することとする。 

（２）「中高一貫教育校」は、第２期での開設を目指し、その目的

や役割・機能を十分に整理し、市町村教育委員会等の関係機関と

も協議しながら、開設に向けた検討を進める。 

 

 

（５）「全国募集」については、まず南砺平高校での実施が軌道に

乗るよう、南砺市等と連携した取組みを進めることとし、第２期

にその効果や課題等も整理し、対象校拡大の可能性を地元の意向

等も踏まえて検討する。 

【３．様々なタイプの学校・学科等の開設】 

（１）新時代ＨＳの開設にあたっては、前述の８区分の教育内容と

の親和性を踏まえ、「様々なタイプの学校・学科等」の開設につ

いても検討することとする。 

（２）「中高一貫教育校」は、８区分の教育内容のうち、「ＳＴＥＡ

Ｍ」や「グローバル」について継続的かつ計画的に学べるよう、

第２期での開設を目指すこととし、目的や役割・機能を十分に整

理し、市町村教育委員会等の関係機関とも協議しながら、開設に

向けた検討を進める。 

（５）「全国募集」については、まず南砺平高校での実施が軌道に

乗るよう、南砺市等と連携した取組みを進めることとし、第２期

にその効果や課題等も整理し、対象校拡大の可能性を地元の意向

や継続的な受入体制の構築状況等も踏まえて検討する。 

 

12 （新設） 【４．入試制度の見直し】 

（１）入試制度については、社会の変化や他都道府県の状況を踏ま

え、中学校・高校等の関係者と協議しながら検討し、必要な見直

しを行う。 

（２）第１期での開設を目指す「外国人生徒に係る特別入学枠」に

おける選抜方法について研究し、中学校・高校等の関係者と協議

しながら検討を進める。 

（３）第２期での開設を目指す「中高一貫教育校」に係る選抜方法

について研究し、中学校・高校等の関係者と協議しながら検討を

進める。 
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13 【５．活力ある学校・組織づくり】 

（１）活力ある新時代ＨＳの実現に向け、民間人材の活用や地域の

企業・高等教育機関など外部との連携強化に加え、教育効果を高

める学校運営について検討し、可能なものから実施する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（２）生徒によりよい教育を提供できるよう、教員の「働きやす

さ」と「働きがい」を両立させ、ウェルビーイング向上を図ると

ともに、教員確保のための環境整備を推進する。 

【６．活力ある学校・組織づくり】 

（１）活力ある新時代ＨＳの実現に向け、現場教員の意見を聞きな

がら、民間人材の活用や地域の企業・高等教育機関など外部との

連携強化に加え、教育効果を高める学校の組織や運営について検

討し、可能なものから速やかに実施する。 

   

（２）県立高校同士や学科間の連携活動を充実するとともに、部活

動の魅力やレベルを向上させる観点も含め、県立高校の一層の特

色化を図り、情報の発信力を強化する。 

 

（３）生徒によりよい教育を提供できるよう、教員の「働きやす

さ」と「働きがい」を両立させ、ウェルビーイング向上を図ると

ともに、教員確保のための環境整備を推進する。 
 

13 【６．その他】 

（２）高校時点での県外進学が増加傾向にある中、建学の精神のも

とに特色ある教育を実践される「私立高校」と協調を図りなが

ら、富山ならではの魅力ある高校づくりを進める。 

【７．その他】 

（２）高校時点での県外進学が増加傾向にある中、建学の精神のも

とに特色ある教育を実践される「私立高校」と協調を図りなが

ら、共に、より柔軟な発想で創意工夫を凝らし、富山県の高校教

育の魅力を一層高めていく。 
 

 


